
心配ごと
時 3日㈮、17日㈮
 10時～12時
所 保健福祉センター  相談室1
問 社会福祉協議会 ☎（24）8189

消費生活・契約・多重債務
時 月～金曜日（祝日除く）
 9時～16時
所 市役所1階  消費生活センター
問 同センター ☎（24）8194

生活困窮なんでも
時 月～金曜日（祝日除く）
 8時30分～17時15分
所 ちょうしサポートセンター
 （双葉町2-29）
問 同センター 00120（240）737

ボランティア
時 8日㈬、22日㈬
 10時～12時
所 保健福祉センター  ボランティア相談室
問 社会福祉協議会 ☎（24）8189

市税納付　
時 休日　12日㈰　9時～12時
　 夜 間　1日㈬、15日㈬
 　　　いずれも20時まで
所 市役所1階  8番窓口
問 債権管理室 ☎（24）8954

福祉総合相談
時 365日　24時間受付
所  中核地域生活支援センター
　  海匝ネットワーク（旭市ロの838）
問 同センター ☎0479（60）2578

法律　         要予約   30分2,000円
時 毎週木曜日
 13時30分～16時30分
 ※予約は平日10時～11時30分、13時～16時
所 銚子商工会議所会館2階
問 銚子法律相談センター（千葉県弁護士会）
　 ☎043（227）8954

家庭児童
時 月～金曜日（祝日除く）
 8時30分～17時15分
所 保健福祉センター
問 健康づくり課 ☎（26）3777

福祉総合相談 銚子サテライト
時 14日㈫  10時～16時
 28日㈫  10時～12時
所 市役所1階  市民相談センター
問 海匝ネットワーク
 ☎0479（60）2578

一般
時 火・水・木曜日
 9時～16時
所 市役所1階  市民相談センター
問 同センター ☎（24）8734

交通事故 要予約

▶相談員/千葉県交通事故相談員
時 20日㈪  10時～15時
所 市役所1階  市民相談センター
問 同センター ☎（24）8734

相続・遺言・官公庁への許認可書類作成
時 18日㈯  13時～16時 要予約

 ※前日までに予約
所 旭市海上公民館（旭市高生1）
問  千葉県行政書士会東総支部・
 宮負行政書士 ☎0479（68）3175

住宅・リフォーム
▶相談員／銚子建設協同組合
時 21日㈫  9時～12時
所 市役所1階  市民相談センター 
問 同センター ☎（24）8734

若者の自立支援 要予約

時 20日㈪  11時～16時
所  イオンモール銚子2階  しおさいプラザ
問  ちば北総地域若者サポート
 ステーション ☎0476（24）7880
　次回は11月17日㈪しおさいプラザで！

税に関すること 要予約

時 21日㈫  10時～16時
　※予約受付は平日13時～16時
所 銚子商工会議所会館2階
問  千葉県税理士会銚子支部
 ☎（22）3901

人権・行政のお悩みごと
▶相談員／人権擁護委員・行政相談委員
時 8日㈬  13時～16時
所 市役所1階  市民相談センター
問 同センター ☎（24）8734 通話料有料

　 みんなの人権110番 ☎0570（003）110
　 行政苦情110番 ☎0570(090)110

事業承継なんでも 要予約

時 10日㈮ 10時、13時、14時30分
所  銚子商工会議所会館
申  同所備え付けの申込書でFAXか持参
問  銚子商工会議所
 ☎（25）3111　FAX（22）6229

相続・登記・法律 要予約

時 11日㈯  13時～17時
 ※9日㈭までに要予約
所 旭市海上公民館（旭市高生1）
問  千葉司法書士会八日市場支部
 ☎0479（22）0186

精神障がい者ピアサポート 要予約
▶相談員/同じ疾病経験者
時 11日㈯  13時～16時30分
所 かんらん（東芝町5-1）
問 同所 ☎（24）7730
対象者：18歳以上の人

連合なんでも労働相談ダイヤル
時 月～金曜日（祝日除く）
 9時30分～17時
問 連合労働相談センター
　 00120（154）052

精神保健福祉相談 要予約

▶相談員／精神科医師
時 16日㈭  14時～15時30分
所  旭市役所
問 海匝保健所八日市場地域保健センター
 ☎0479（72）1281

ったときは、ここに相談 時…日時　所…場所　問…予約・問合せ困

72有限会社 金野ルーフ
屋根の事なら何でもお気軽にお問合わせ下さい。屋根の事なら何でもお気軽にお問合わせ下さい。

瓦屋根診断技士が調査致します!!瓦屋根診断技士が調査致します!!

かるーい屋根も取扱あります!!
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雨漏り・シロアリ・再建築不可
　　　　・訳アリ・事故物件など お悩みの

相続した空家の まだ支払いますか？税金・維持管理費

現状のまま
残置物はそのまま　建物解体も不要！

空家・戸建て・アパート空家 ・アパートート空家・戸建て・アパート
仲介手数料
不要
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